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浜の活力再生プラン 

令和５～９年度 

（第１期） 

1.地域水産業再生委員会 

 

 

再生委員会の 

構成員 
水俣市漁業協同組合、水俣市、熊本県県南広域本部 

オブザーバー ― 

 

対象となる地域の範囲及び漁業の種類 

対象地域 

水俣市地域 56名（延べ 69名） 

対象漁業種類及び漁業者数 

一本釣り漁業（31名）、吾智網漁業（2名）、刺し網

漁業（15 名）、貝類養殖業（2 名）、いかかご漁業（4

名）、たこつぼ漁業（2名）、いわし機船船びき網漁業

（13名） 

※令和 3年 4月時点（水俣市漁協聞き取り） 

 

２ 地域の現状 

（１）関連する水産業を取り巻く現状等 

水俣市地域は熊本県の南端、鹿児島県との県境に位置し、西はリアス海岸を有する不知火海に

面している。 

穏やかな海とそこに点在する優良な漁場では、一本釣り漁業のほか、刺網、いわし機船船曳網

漁業等の網漁業、マガキやヒオウギガイなどの貝類養殖業が営まれている。 

当地域では、ウニ類の食害や水温の上昇による藻場の減少など、海域環境の変化による水産資

源の減少や、魚価や水産物消費の低迷、漁業者の高齢化、新規就業者の減少による後継者不足、

漁業用資材高騰に起因する漁業経費の増加等、漁家経営を取り巻く現状は大変厳しくなってい

る。 

一方、所得向上を目指して平成 26年 12月から漁業者による「水俣漁師市」を開始したほか、

新たな養殖対象種として、マガキ養殖の取り組みが推進されている。 

 

（２）その他の関連する現状等 

南九州西回り自動車道（八代市から鹿児島市を結ぶ 140kmの高規格道路）が、平成 30年度に水

俣ＩＣまで開通しており、物流や人の流れが新たに生まれていることから、直売所や朝市の更な

る活性化が期待される。 

 

組織名 水俣市地域水産業再生委員会 

代表者名 前田 和昭 （水俣市漁業協同組合 代表理事組合長） 
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３ 活性化の取組方針 

（１）基本方針 

地域水産業の収益向上を目的に、水産物の魚価・付加価値向上、漁場生産力の強化及び漁業コス

トの削減に取り組む。 

１．水産物の魚価・付加価値向上 

（１）未利用資源の有効活用について検討し、商品化を目指すとともに、既に流通している魚種に

ついても新たな商品開発を行い、付加価値向上を目指す。併せて、これらの加工施設の整備を

行う。 

（２）水俣漁師市やカキ小屋などの直売所等において地元水産物のＰＲを行うことで販売促進並び

に単価向上を目指す。 

２．漁場生産力の強化 

（１）海底耕耘や漁場造成、干潟や藻場の保全を行うとともに、利用価値の高い魚種の稚魚放流等

により水産資源の維持、回復を図る。 

３．養殖業の振興 

（１）マガキの生残率を向上させる養殖手法を検討することにより、マガキ養殖の振興を図る。 

（２）ヒトエグサの生産性の向上に繋がる養殖手法を検討するとともに、加工品の商品開発に取り

組むことにより藻類養殖（ヒトエグサ）の振興を図る。 

（３）ナマコの増養殖手法について検討を行い、増養殖に取り組むことによりナマコ増養殖の振興

を図る。 

４．漁業コストの削減 

（１）県産種苗を用いたマガキ養殖に取り組むことにより種苗購入に係る費用を削減し、マガキ養

殖における経費削減を図る。 

（２）漁船の減速航行及び船底清掃の実施及び油種の切り替えにより、省燃油活動の推進を図る。 

（３）事業への加入を促進することにより漁業経営セーフティーネット構築を図る。 

 

（２）資源管理に係る取組 

熊本県漁業調整規則、関係海区漁業調整委員会指示のほか、水俣市漁協共同漁業権行使規則など

規制措置が定める採捕制限を遵守し、各種漁業における操業の適正管理に努めている。 

また、いわし機船船びき網漁業については資源管理計画に基づく資源管理規程により、毎月第 2

土曜日及び第 4火曜日を休漁日としているほか、自主的な取組として第 1土曜日も休漁している。 

 

（３）具体的な取組内容（毎年ごとに数値目標とともに記載） 

１年目（令和５年度）所得向上率（基準年比） 7.5％ 

漁業収入向

上のための

取組 

１．水産物の魚価・付加価値向上 

（１） 未利用資源の活用や加工品開発などによる付加価値の向上 

 漁業者及び漁協は、南九州西回り自動車道の開通に伴い、「第六次水俣芦北地域

振興計画」で掲げている「道の駅・海の駅整備事業」による水産加工品販売のため

の商品開発（ハモ、アジ、タチウオ、シラスなど）を加速化することにより、漁獲

量の増加及び漁業所得の向上を図る。 
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また、未利用魚（グチ等）や小型魚などについては、新商品開発を検討するとと

もに、開発に必要な加工施設の整備について検討を開始する。 

（２）漁師市など直売による販売促進 

 ①直売所整備による魚価の向上 

漁業者及び漁協は、魚価の向上や地元のみで消費されている資源の活用を図る

ために毎月第２土曜日に行う「水俣漁師市」で使用している既存直売施設につい

て新たな機械購入や施設整備に係る検討を行う。 

 ②漁業者直販の「水俣漁師市」や「カキ小屋」による漁業収入の向上 

 漁業者及び漁協は、定期的に開催する「水俣漁師市」や「カキ小屋」において地

元水産物のＰＲ活動を行い、魚価の向上を図る。 

③地域と連携した販売促進 

 漁業者は、商店街で開催される春祭りやバラ園で開催されるローズフェスタ、

水俣市で一番大きなイベントである恋龍祭、不定期開催の農水産物 PRイベント等

の地域と連携したイベント活動に積極的に参加し、広く水産物の販売に努め、地

元水産物のＰＲ活動や漁業所得の向上を図る。 

２．漁場生産力の強化 

（１）藻場保全や漁場造成、種苗放流などによる水産資源の維持、回復 

①漁場環境の改善 

 漁業者及び漁協は、網や潜水による海底耕耘や漁場造成などによる漁場環境の

改善に取り組む。 

②藻場・干潟の造成 

 市と漁協は連携して、「水俣川河口臨海部振興構想事業」による、放流種苗等の

幼稚仔育成場となる干潟や藻場の保全・造成の検討を行う。 

③種苗放流の実施 

 漁業者及び漁協は、マダイ、ヒラメ、ガザミ、クルマエビ及びカサゴなどの種苗

放流を継続し、生産力の向上を図るとともに、新規栽培漁業対象種としてキジハ

タ、クマエビ等の稚魚放流の実現を目指す。 

３．養殖生産力の強化 

（１）マガキ養殖の振興 

①マガキ等の養殖生産の効率化 

 養殖業者は、漁協とともに高品質なマガキを安定的に生産するため、養殖筏の

配置や沖出しのタイミング、生息水深の変更等により養殖手法の検討・改善を行

い、生残率の向上を図る。 

（２）藻類養殖（ヒトエグサ）の振興 

①海藻類の養殖技術の向上及び加工品開発 

 漁業者及び漁協は、ヒトエグサ等の海藻類について、生産性が高く疾病の発生

が少ない養殖方法の検討を行うとともに、生海藻販売にとどまらず、付加価値が

高い加工品の商品開発を目指していく。 

（３）ナマコ増養殖の振興 
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 ①漁業者及び漁協は、ナマコの増養殖について、養殖場所・養殖方法等の検討を

行う。 

漁業コスト

削減のため

の取組 

（１）マガキ養殖における経費削減 

①マガキ種苗購入に係るコスト削減を目的として、県産種苗を用いた養殖試験

の実施を検討する。 

（２）省燃油活動の推進 

①船の減速航行の推進や省エネ機器の導入促進 

 漁業者は、減速航行に努め、推進機関を換装する際は、省エネ機関の導入を推進

する。 

②水俣市漁業協同組合の燃油タンクの整備 

漁船のエンジンをＡ重油から軽油に転換する漁業者が増えるなど、軽油の需要

が増加しているため、現在の軽油タンク容量５ｋｌから１２ｋｌのタンクへの取

替えを検討する。 

（３）漁業経営セーフティーネット構築 

①漁協は、漁業経営セーフティーネット構築事業への加入を促進する。 

活用する支

援措置等 

水産基盤整備交付金事業（県、市） 

水俣・芦北地域起業・業務拡大支援補助金（県）、等 

 

２年目（令和６年度）所得向上率（基準年比） 8.35％ 

漁業収入向

上のための

取組 

１．水産物の魚価・付加価値向上 

（１）未利用資源の活用や加工品開発などによる付加価値の向上 

 漁業者及び漁協は、南九州西回り自動車道の開通に伴い、「第六次水俣芦北地域

振興計画」で掲げている「道の駅・海の駅整備事業」による水産加工品販売のため

の商品開発（ハモ、アジ、タチウオ、シラスなど）を加速化することにより、漁獲

量の増加及び漁業所得の向上を図る。 

また、未利用魚（グチ等）や小型魚などについては、新商品開発を検討するとと

もに、開発に必要な加工施設の整備について検討を開始する。 

（２）漁師市など直売による販売促進 

 ①直売所整備による魚価の向上 

漁業者及び漁協は、魚価の向上や地元のみで消費されている資源の活用を図る

ために毎月第２土曜日に行う「水俣漁師市」で使用している既存直売施設につい

て新たな機械購入や施設整備に係る検討を行う。 

 ②漁業者直販の「水俣漁師市」や「カキ小屋」による漁業収入の向上 

 漁業者及び漁協は、定期的に開催する「水俣漁師市」や「カキ小屋」において地

元水産物のＰＲ活動を行い、魚価の向上を図る。 

③地域と連携した販売促進 

 漁業者は、商店街で開催される春祭りやバラ園で開催されるローズフェスタ、

水俣市で一番大きなイベントである恋龍祭、不定期開催の農水産物 PRイベント等

の地域と連携したイベント活動に積極的に参加し、広く水産物の販売に努め、地
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元水産物のＰＲ活動や漁業所得の向上を図る。 

２．漁場生産力の強化 

（１） 藻場保全や漁場造成、種苗放流などによる水産資源の維持、回復 

①漁場環境の改善 

 漁業者及び漁協は、網や潜水による海底耕耘や藻場造成などによる漁場環境の

改善に取り組む。 

②藻場・干潟の造成 

 市と漁協は連携して、「水俣川河口臨海部振興構想事業」による、放流種苗等の

幼稚仔育成場となる干潟や藻場の保全・造成の検討を行う。 

③種苗放流の実施 

 漁業者及び漁協は、マダイ、ヒラメ、ガザミ、クルマエビ及びカサゴなどの種苗

放流を継続し、生産力の向上を図るとともに、新規栽培漁業対象種としてキジハ

タ、クマエビ等の稚魚放流の実現を目指す。 

 

３．養殖生産力の強化 

（１）マガキ養殖の振興 

①マガキ等の養殖生産の効率化 

 養殖業者は、漁協とともに高品質なマガキを安定的に生産するため、養殖筏の

配置や沖出しのタイミング、生息水深の変更等により養殖手法の検討・改善を行

い、生残率の向上を図る。 

（２）藻類養殖（ヒトエグサ）の振興 

①海藻類の養殖技術の向上及び加工品開発 

 漁業者及び漁協は、ヒトエグサ等の海藻類について、生産性が高く疾病の発生

が少ない養殖方法の検討を行うとともに、生海藻販売にとどまらず、付加価値が

高い加工品の商品開発を目指していく。 

（３）ナマコ増養殖の振興 

①漁業者及び漁協は、ナマコの増養殖について、養殖場所・養殖方法等の検討を

行う。 

漁業コスト

削減のため

の取組 

（１）マガキ養殖における経費削減 

①マガキ種苗購入に係るコスト削減を目的として、県産種苗を用いた養殖試験

を実施する。 

（２）省燃油活動の推進 

①船の減速航行の推進や省エネ機器の導入促進 

 漁業者は、減速航行に努め、推進機関を換装する際は、省エネ機関の導入を推進

する。 

②水俣市漁業協同組合の燃油タンクの整備 

漁船のエンジンをＡ重油から軽油に転換する漁業者が増えるなど、軽油の需要

が増加しているため、現在の軽油タンク容量５ｋｌから１２ｋｌのタンクへの取

替えを検討する。 
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（３）漁業経営セーフティーネット構築 

漁協は、漁業経営セーフティーネット構築事業への加入を促進する。 

活用する支

援措置等 

浜の活力再生・成長促進交付金（国）、水産基盤整備交付金事業（県） 

水俣・芦北地域起業・業務拡大支援補助金（県）、等 

 

３年目（令和７年度）所得向上率（基準年比） 9.22％ 

漁業収入向

上のための

取組 

１．水産物の魚価・付加価値向上 

（１）未利用資源の活用や加工品開発などによる付加価値の向上 

 漁業者及び漁協は、南九州西回り自動車道の開通に伴い、「第六次水俣芦北地域

振興計画」で掲げている「道の駅・海の駅整備事業」による水産加工品販売のため

の商品開発（ハモ、アジ、タチウオ、シラスなど）を加速化することにより、漁獲

量の増加及び漁業所得の向上を図る。 

また、未利用魚（グチ等）や小型魚などについては、新商品開発に必要な機械導

入や加工施設の整備を行うことにより、漁業所得の向上を図る。 

（２）漁師市など直売による販売促進 

 ①直売所整備による魚価の向上 

漁業者及び漁協は、魚価の向上や地元のみで消費されている資源の活用を図る

ために毎月第２土曜日に行う「水俣漁師市」で使用している既存直売施設につい

て新たな機械購入や施設整備に係る検討を行う。 

 ②漁業者直販の「水俣漁師市」や「カキ小屋」による漁業収入の向上 

 漁業者及び漁協は、定期的に開催する「水俣漁師市」や「カキ小屋」において地

元水産物のＰＲ活動を行い、魚価の向上を図る。 

③地域と連携した販売促進 

 漁業者は、商店街で開催される春祭りやバラ園で開催されるローズフェスタ、

水俣市で一番大きなイベントである恋龍祭、不定期開催の農水産物 PRイベント等

の地域と連携したイベント活動に積極的に参加し、広く水産物の販売に努め、地

元水産物のＰＲ活動や漁業所得の向上を図る。 

２．漁場生産力の強化 

（１）藻場保全や漁場造成、種苗放流などによる水産資源の維持、回復 

①漁場環境の改善 

 漁業者及び漁協は、網や潜水による海底耕耘や藻場造成などによる漁場環境の

改善に取り組む。 

②藻場・干潟の造成 

 市と漁協は連携して、「水俣川河口臨海部振興構想事業」による、放流種苗等の

幼稚仔育成場となる干潟や藻場の保全・造成の検討を行う。 

③種苗放流の実施 

漁業者及び漁協は、マダイ、ヒラメ、ガザミ、クルマエビ及びカサゴなどの種苗

放流を継続し、生産力の向上を図るとともに、新規栽培漁業対象種としてキジハ

タ、クマエビ等の稚魚放流を実施する。 
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３．養殖生産力の強化 

（１）マガキ養殖の振興 

①マガキ等の養殖生産の効率化 

 養殖業者は、漁協とともに高品質なマガキを安定的に生産するため、養殖筏の

配置や沖出しのタイミング、生息水深の変更等により養殖手法の検討・改善を行

い、生残率の向上を図る。 

（２）藻類養殖（ヒトエグサ）の振興 

①海藻類の養殖技術の向上及び加工品開発 

 漁業者及び漁協は、ヒトエグサ等の海藻類について、生産性が高く疾病の発生

が少ない養殖方法の検討を行うとともに、生海藻販売にとどまらず、付加価値が

高い加工品の試作に取り組む。 

（３）ナマコ増養殖の振興 

 ①漁業者及び漁協は、ナマコの増養殖について、養殖方法や養殖場所の検討結

果に基づき、蓄養もしくは養殖に取り組む。 

漁業コスト

削減のため

の取組 

（１）マガキ養殖における経費削減 

①マガキ種苗購入に係るコスト削減を目的として、県産種苗を用いた養殖試験

を実施する。 

（２）省燃油活動の推進 

①船の減速航行の推進や省エネ機器の導入促進 

 漁業者は、減速航行に努め、推進機関を換装する際は、省エネ機関の導入を推進

する。 

②水俣市漁業協同組合の燃油タンクの整備 

漁船のエンジンをＡ重油から軽油に転換する漁業者が増えるなど、軽油の需要

が増加しているため、現在の軽油タンク容量５ｋｌから１２ｋｌのタンクへ取替

える。 

（３）漁業経営セーフティーネット構築 

①漁協は、漁業経営セーフティーネット構築事業への加入を促進する。 

活用する支

援措置等 

浜の活力再生・成長促進交付金（国）、水産基盤整備交付金事業（県） 

水俣・芦北地域起業・業務拡大支援補助金（県）、等 

 

４年目（令和８年度）所得向上率（基準年比） 10.08％ 

漁業収入向

上のための

取組 

１．水産物の魚価・付加価値向上 

（１）未利用資源の活用や加工品開発などによる付加価値の向上 

 漁業者及び漁協は、南九州西回り自動車道の開通に伴い、「第六次水俣芦北地域

振興計画」で掲げている「道の駅・海の駅整備事業」による水産加工品販売のため

の商品開発（ハモ、アジ、タチウオ、シラスなど）を加速化することにより、漁獲

量の増加及び漁業所得の向上を図る。 

また、未利用魚（グチ等）や小型魚などについては、新商品の販売を継続すると

ともに、新たな加工品等の開発について検討する。 



8 
 

（２）漁師市など直売による販売促進 

 ①直売所整備による魚価の向上 

漁業者及び漁協は、魚価の向上や地元のみで消費されている資源の活用を図る

ために毎月第２土曜日に行う「水俣漁師市」で使用している既存直売施設につい

て新たな機械購入や施設整備に係る整備案を作成する。 

 ②漁業者直販の「水俣漁師市」や「カキ小屋」による漁業収入の向上 

 漁業者及び漁協は、定期的に開催する「水俣漁師市」や「カキ小屋」において地

元水産物のＰＲ活動を行い、魚価の向上を図る。 

③地域と連携した販売促進 

 漁業者は、商店街で開催される春祭りやバラ園で開催されるローズフェスタ、

水俣市で一番大きなイベントである恋龍祭、不定期開催の農水産物 PRイベント等

の地域と連携したイベント活動に積極的に参加し、広く水産物の販売に努め、地

元水産物のＰＲ活動や漁業所得の向上を図る。 

２．漁場生産力の強化 

（１）藻場保全や漁場造成、種苗放流などによる水産資源の維持、回復 

①漁場環境の改善 

 漁業者及び漁協は、網や潜水による海底耕耘や藻場造成などによる漁場環境の

改善に取り組む。 

②藻場・干潟の造成 

 市と漁協は連携して、「水俣川河口臨海部振興構想事業」による、放流種苗等の

幼稚仔育成場となる干潟や藻場の保全・造成の検討を行う。 

③種苗放流の実施 

 漁業者及び漁協は、マダイ、ヒラメ、ガザミ、クルマエビ、カサゴ、クマエビ及

びキジハタなどの種苗放流を継続し、生産力の向上を図る。 

３．養殖生産力の強化 

（１）マガキ養殖の振興 

①マガキ等の養殖生産の効率化 

 養殖業者は、漁協とともに高品質なマガキを安定的に生産するため、養殖筏の

配置や沖出しのタイミング、生息水深の変更等により養殖手法の検討・改善を行

い、生残率の向上を図る。 

（２）藻類養殖（ヒトエグサ）の振興 

①海藻類の養殖技術の向上及び加工品開発 

 漁業者及び漁協は、ヒトエグサ等の海藻類について、生産性が高く疾病の発生

が少ない養殖方法の検討を行うとともに、生海藻販売にとどまらず、付加価値が

高い新たな加工品を販売する。 

（３）ナマコ増養殖の振興 

①漁業者及び漁協は、ナマコの増養殖について、蓄養もしくは養殖の取り組み

を継続し、漁業所得の向上を図る。 

漁業コスト （１）マガキ養殖における経費削減 
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削減のため

の取組 

①マガキ種苗購入に係るコスト削減を目的として、県産種苗を用いた養殖試験

を実施する。 

（２）省燃油活動の推進 

①船の減速航行の推進や省エネ機器の導入促進 

 漁業者は、減速航行に努め、推進機関を換装する際は、省エネ機関の導入を推進

する。 

②水俣市漁業協同組合の燃油タンクの整備を実施したことにより、漁船のエン

ジンをＡ重油から軽油に転換する漁業者が増え、燃油コストが削減される。 

（３）漁業経営セーフティーネット構築 

①漁協は、漁業経営セーフティーネット構築事業への加入を促進する。 

活用する支

援措置等 

浜の活力再生・成長促進交付金（国）、水産基盤整備交付金事業（県） 

水俣・芦北地域起業・業務拡大支援補助金（県）、等 

 

５年目（令和９年度）所得向上率（基準年比） 12.54％ 

漁業収入向

上のための

取組 

１．水産物の魚価・付加価値向上 

（１）未利用資源の活用や加工品開発などによる付加価値の向上 

 漁業者及び漁協は、南九州西回り自動車道の開通に伴い、「第六次水俣芦北地域

振興計画」で掲げている「道の駅・海の駅整備事業」による水産加工品販売のため

の商品開発（ハモ、アジ、タチウオ、シラスなど）を加速化することにより、漁獲

量の増加及び漁業所得の向上を図る。 

また、未利用魚（グチ等）や小型魚などについては、新商品開発の販売を継続す

るとともに、新たな加工品等の開発については、試作品に取り組み、年度内の販売

開始を目標とする。 

（２）漁師市など直売による販売促進 

 ①直売所整備による魚価の向上 

漁業者及び漁協は、魚価の向上や地元のみで消費されている資源の活用を図る

ために毎月第２土曜日に行う「水俣漁師市」で使用している既存直売施設につい

て新たな機械購入や施設整備を実施する。 

 ②漁業者直販の「水俣漁師市」や「カキ小屋」による漁業収入の向上 

 漁業者及び漁協は、定期的に開催する「水俣漁師市」や「カキ小屋」において地

元水産物のＰＲ活動を行い、魚価の向上を図る。 

③地域と連携した販売促進 

 漁業者は、商店街で開催される春祭りやバラ園で開催されるローズフェスタ、

水俣市で一番大きなイベントである恋龍祭、不定期開催の農水産物 PRイベント等

の地域と連携したイベント活動に積極的に参加し、広く水産物の販売に努め、地

元水産物のＰＲ活動や漁業所得の向上を図る。 

２．漁場生産力の強化 

（１）藻場保全や漁場造成、種苗放流などによる水産資源の維持、回復 

①漁場環境の改善 
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 漁業者及び漁協は、網や潜水による海底耕耘や藻場造成などによる漁場環境の

改善に取り組む。 

②藻場・干潟の造成 

 市と漁協は連携して、「水俣川河口臨海部振興構想事業」による、放流種苗等の

幼稚仔育成場となる干潟や藻場の保全・造成に取り組むことにより、稚魚放流事

業において放流された稚魚の棲み処が確保され、水揚量の増加に繋がる。 

③種苗放流の実施 

 漁業者及び漁協は、マダイ、ヒラメ、ガザミ、クルマエビ、カサゴ、クマエビ及

びキジハタなどの種苗放流を継続し、生産力の向上を図る。 

３．養殖生産力の強化 

（１）マガキ養殖の振興 

①マガキ等の養殖生産の効率化 

 養殖業者は、漁協とともに高品質なマガキを安定的に生産するため、養殖筏の

配置や沖出しのタイミング、生息水深の変更等により養殖手法の検討・改善を行

い、生残率の向上を図る。 

（２）藻類養殖（ヒトエグサ）の振興 

①海藻類の養殖技術の向上及び加工品開発 

 漁業者及び漁協は、ヒトエグサ等の海藻類について、生産性が高く疾病の発生

が少ない養殖方法の検討を行うとともに、生海藻販売にとどまらず、付加価値が

高い加工品の販売を継続する。 

（３）ナマコ増養殖の振興 

 ①漁業者及び漁協は、ナマコの増養殖について、蓄養もしくは養殖の取り組み

を継続し、漁業所得の向上を図る。 

漁業コスト

削減のため

の取組 

（１）マガキ養殖における経費削減 

①マガキ種苗購入に係るコスト削減を目的として、県産種苗を用いた養殖試験

を実施する。 

（２）省燃油活動の推進 

①船の減速航行の推進や省エネ機器の導入促進 

 漁業者は、減速航行に努め、推進機関を換装する際は、省エネ機関の導入を推進

する。 

 ②水俣市漁業協同組合の燃油タンクの整備を実施したことにより、漁船のエン

ジンをＡ重油から軽油に転換する漁業者が増え、燃油コストが削減される。 

（３）漁業経営セーフティーネット構築 

①漁協は、漁業経営セーフティーネット構築事業への加入を促進する。 

活用する支

援措置等 

浜の活力再生・成長促進交付金（国）、水産基盤整備交付金事業（県） 

水俣・芦北地域起業・業務拡大支援補助金（県）、等 
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（４）関係機関との連携

 国の「水産基本計画」、熊本県の「熊本県水産業振興基本構想」の趣旨と整合性を図るとともに、

各取組の推進については、効果的かつ効率的に実施できるよう「水俣・芦北地域雇用創造協議会」

（「産業振興と雇用確保による地域活性化」の実現を目的として、熊本県､水俣市、芦北町、津奈

木町及び地元経済団体等で構成）その他の関係機関からの助言、指導を受ける。 

４ 目標 

（１）数値目標

漁業所得の向上 １０％以上 

基準年 

目標年 

（２）上記の算出方法及びその妥当性

（３）所得目標以外の成果目標

新商品開発 基準年 令和３年度： ０ （個） 

目標年 令和９年度： 累計３ （個） 

（４）上記の算出方法及びその妥当性

  

 試作品の作成を重ね、定期的に外部評価を得ることによりクオリティを高め、５年で累計３

個の新商品を開発する。 
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５ 関連施策 

事業名 事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性 

水産基盤整備交付金事業（県、市） 

浜の活力再生・成長促進交付金（国） 

さかなを守り育む豊かな海づくり事業（県） 

漁業経営セーフティーネット構築事業（国） 

沿岸漁業改善資金 

海底耕耘・食害生物除去、水産資源の繁殖・保護 

加工場、直売所の整備による魚価・所得の向上 

共同放流による漁業経営の収益性向上 

資源管理計画（所得補償）燃油高騰による影響を 

緩和 

燃油消費量削減（省エネ機器等の導入） 




